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議案第 ８０号

川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を加え

る。

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

める。

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を加え

る。

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当する

ことが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、

この限りでない。

第７１条第２項第５号中「第１項第３号」を「前項第３号」に改め、同条第３項

中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。

第１３４条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書

を加える。

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに

該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。

第１３４条の３第３項中「によって」を「により」に改める。

附則第１１条の２中第１６項を第１７項とし、第１５項を第１６項とし、第１４

項の次に次の１項を加える。

１５ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。

附則第１１条の２第１４項を削り、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第３

号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条第１２項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号
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ロ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第

３号イ」を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１２項とし、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３

号ハ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第１５条第２５項第

２号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第１０項とし、

同条第８項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第３号

イ」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項の次に次の１項を加える。

８ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する条例で定める割合は、１４分の１１

とする。

附則第１１条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条第

１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２

項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同

条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１

２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第１０

項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同条第

１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号

」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第７条第８項各号」を「

附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条中第７項を第８項と

し、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分

所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長

期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項

に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規

則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住

宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用するこ

とができる。

附則第１４条の２第４項を削る。

附則第１５条中「又は第４項」を削る。
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附則第２３条の２中「第３２項、第３５項」を「第３４項」に、「第３９項」を

「第３８項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５６条の改正規定は、令

和７年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の川口市税条例の規

定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）（以下「旧法」という。）附則第１５条

第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５

条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の

用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第３条 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第

１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施

設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例に

よる。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８１号

川口市立美術館運営審議会条例

（設置）

第１条 川口市立美術館（以下「美術館」という。）の円滑な運営を図るため、川

口市立美術館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、美術館の運営に関する重要事項について調

査審議する。

（組織）

第３条 審議会は、委員７人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 知識経験者

(3) 美術関係者

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、２年とする。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第６条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、審議会の会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（関係者の出席及び資料の提出）

第８条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その
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意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第９条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。

（委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。

（川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例

第９号）の一部を次のように改正する。

別表男女共同参画推進委員会の項の次に次のように加える。

美術館運営審議会 会 長 日額 ７，８００円

委 員 日額 ７，２００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８２号

川口市美術品等選考評価委員会条例

（設置）

第１条 川口市立美術館に収蔵する美術作品、美術に関する資料等（以下「美術品

等」という。）の収集を適正かつ円滑に行うため、川口市美術品等選考評価委員

会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 寄贈若しくは寄託を受け、又は購入しようとする美術品等の選考及び評価に

関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、美術品等の収集に関する事項

（組織）

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、美術関係者のうちから市長が委嘱する。

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、２年とする。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第６条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。

（会議）

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（関係者の出席及び資料の提出）
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第８条 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その

意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

（守秘義務）

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。

（庶務）

第１０条 委員会の庶務は、市民生活部において処理する。

（委任）

第１１条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。

（川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例

第９号）の一部を次のように改正する。

別表交通安全対策協議会の項の前に次のように加える。

美術品等選考評価委員会 委 員 長 日額 ７，８００円

委 員 日額 ７，２００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８３号

川口市立美術館設置及び管理条例

（設置）

第１条 本市は、市民の美術に関する知識及び教養の向上を図り、もって豊かな文

化生活の形成に寄与することを目的として、美術館を設置する。

（名称及び位置）

第２条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

川口市立美術館 川口市川口３丁目１番２号

（業務）

第３条 美術館の業務は、次のとおりとする。

(1) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、創作体験事業等の実施に関すること。

(2) 美術品、美術に関する資料等（以下「美術品等」という。）の収集、保管、

展示及び利用に関すること。

(3) 美術に関する情報の収集、調査及び研究に関すること。

(4) 展示ホール、展示室１、展示室２、多目的室及びギャラリー（以下「展示ホ

ール等」という。）の利用に関すること。

(5) 美術に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作

成及び頒布に関すること。

(6) その他第１条に規定する目的を達成するために必要な事業に関すること。

（指定管理者による管理）

第４条 美術館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。

（指定管理者が行う業務の範囲）

第５条 指定管理者は、美術館において次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第３条に規定する業務に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。
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(3) 施設、設備及び美術品等の維持、管理及び軽易な修繕に関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、管理に関する業務で市長が特に認めるもの

（開館時間）

第６条 美術館の開館時間は、午前１０時から午後６時までとする。ただし、美術

館に展示されている美術品等を観覧しようとする者が展示ホール等に入場するこ

とができる時間（次項において「入場時間」という。）は、午前１０時から午後

５時３０分までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の

承認を得て同項の開館時間及び入場時間を変更することができる。

（休館日）

第７条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があ

ると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することが

できる。

(1) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日（以下この号において「休日」という。）に当たる場合は、その

直後の休日でない日）

(2) １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで

（利用の範囲等）

第８条 指定管理者は、美術館が実施する業務に支障のない範囲内において、展示

ホール等を利用させることができる。

２ 前項の規定により展示ホール等を利用させることができる期間は、指定管理者

が市長の承認を得て定める。

（利用の手続等）

第９条 展示ホール等を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を

受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

２ 美術館に保管され、又は展示されている美術品等について、熟覧、模写、模造、

撮影又は写真原版の利用をしようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を

受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

３ 指定管理者は、美術館の管理上必要があると認めるときは、前２項の許可に条
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件を付けることができる。

（利用の制限）

第１０条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第

１項又は第２項の許可をしない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 美術館の施設、設備又は美術品等を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) 第１条に規定する目的に反するとき。

(4) ギャラリーを利用しようとする場合において、入場料その他これに類する料

金（別表第２において「入場料等」という。）を徴収しようとするとき。

(5) その他美術館の管理上支障があるものとして市長が別に定めるとき。

（入館の制限）

第１１条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒

み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾患者

(2) 美術館の施設、設備又は美術品等を汚損し、又は毀損するおそれがある者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を携行する者

(4) 美術館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者

(5) その他美術館の管理上支障がある者

（利用権の譲渡等の禁止）

第１２条 第９条第１項又は第２項の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡

し、又は転貸してはならない。

（利用許可の取消し等）

第１３条 指定管理者は、管理上特に必要があるものとして市長が別に定めるとき、

又は第９条第１項若しくは第２項の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又

は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
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２ 市又は指定管理者は、第９条第１項又は第２項の許可を受けたものが前項各号

のいずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これによって損失を受け

ることがあっても、その責めを負わない。

（原状回復の義務）

第１４条 第９条第１項の許可を受けたもの（以下「展示ホール等利用者」という。

）は、展示ホール等の利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければな

らない。前条第１項の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、

同様とする。

２ 展示ホール等利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者に

おいて原状に復し、これに要した費用は、展示ホール等利用者の負担とする。

（観覧料等）

第１５条 美術館に展示されている美術品等を観覧しようとする者は、観覧料を納

付しなければならない。ただし、市長が当該美術品等の観覧につき観覧料を徴収

しないこととしたときは、この限りでない。

２ 観覧料の額は、別表第１に定める金額を超えない範囲内において、指定管理者

が市長の承認を得て定めるものとする。

３ 展示ホール等利用者は、利用の許可を受けたときは、展示ホール等の利用に係

る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければならない。

４ 利用料金の額は、別表第２に定める金額を超えない範囲内において、指定管理

者が市長の承認を得て定めるものとする。

５ 第１項及び第３項の場合において、当該納付された観覧料及び利用料金（以下

「観覧料等」という。）は、指定管理者の収入とする。

（観覧料等の減免）

第１６条 指定管理者は、市長が特に必要と認めて別に定めるときは、観覧料等を

減額し、又は免除するものとする。

（観覧料等の不還付等）

第１７条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認

めて別に定めるときは、その全部又は一部を還付するものとする。

（損害賠償）
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第１８条 美術館に展示されている美術品等を観覧する者、展示ホール等利用者そ

の他美術館を利用する者は、その責めに帰すべき理由により美術館の施設、設備

又は美術品等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は

市長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

（指定の取消し等の特例）

第１９条 市長は、法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し、若し

くは期間を定めて管理に係る業務を停止したとき、又は指定管理者を指定するこ

とができないときは、美術館の管理を行うものとする。

２ 前項の規定により市長が美術館の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適

用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

（委任）

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１月２４日から施行する。

（川口市都市公園条例の一部改正）

２ 川口市都市公園条例（昭和５３年条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第２１条第１項中「別表第１」を「別表第１グリーンセンター公園の項」に改

め、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 別表第１川口西公園の項に規定する有料施設の利用手続、使用料その他管理

に関し必要な事項は、川口市立美術館設置及び管理条例（令和６年条例第

号）の定めるところによる。

別表第１に次のように加える。

川 口 西 公 園 川 口 市 立 美 術 館 美 術 館

展 示 ホ ー ル

展 示 室 １

展 示 室 ２
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多 目 的 室

ギ ャ ラ リ ー

別表第１（第１５条関係）

区分 観覧料（１回につき）

常設展示 個人 一般 ３００円

大学生及び高校生 ２１０円

団体 一般 １人につき ２４０円

大学生及び高校生 １人につき １７０円

企画展示 ２，５００円

備考

１ 常設展示については中学生以下の者、企画展示については小学校就学前

の者は、無料とする。

２ 「一般」とは、大学生、高校生、中学生、小学生及び小学校就学前の者

以外の者をいう。

３ 「大学生」とは、大学若しくは短期大学に在学する学生又はこれらに準

ずる者をいう。

４ 「高校生」とは、高等学校に在学する生徒又はこれに準ずる者をいう。

５ 「団体」とは、有料観覧者が２０人以上の集団をいう。

別表第２（第１５条関係）

利用料金（１日当たり）
施設区分

市民等 市民等以外の者又は団体

展示ホール ８２，０００円 １２３，０００円

展 示 室 １ ８８，０００円 １３２，０００円

展 示 室 ２ ３８，０００円 ５７，０００円

多 目 的 室 １２，０００円 １９，０００円

ギャラリー ６，０００円 ９，０００円
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備考

１ 「市民等」とは、市内に住所がある者（法人を含む。）、市内の事業所

等に勤務する者若しくは市内に所在する学校等に在学する者又は構成員の

２分の１以上がこれらの者である団体をいう。

２ 入場料等を徴収する場合の利用料金は、次のとおりとする。

(1) 入場料等（その額に段階があるときは、最高の額とする。）が１人に

つき１，０００円未満の場合 当該利用料金に１０分の４を乗じて得た

額を加算した額

(2) 入場料等（その額に段階があるときは、最高の額とする。）が１人に

つき１，０００円以上２，０００円未満の場合 当該利用料金に１０分

の６を乗じて得た額を加算した額

(3) 入場料等（その額に段階があるときは、最高の額とする。）が１人に

つき２，０００円以上の場合 当該利用料金に１０分の１０を乗じて得

た額を加算した額

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８４号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例

（川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

）

第１条 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第７２号）の一部を次のように改正する。

第２５条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

第２９条第２項第４号中「１７人」を「１５人」に改め、同項第５号中「２７

人」を「２５人」に改める。

第３１条第２項第４号中「１７人」を「１５人」に改め、同項第５号中「２７

人」を「２５人」に改める。

第４３条中「事業所（」の次に「以下」を加える。

第４４条第２項第４号中「１７人」を「１５人」に改め、同項第５号中「２７

人」を「２５人」に改める。

第４７条第２項第４号中「１７人」を「１５人」に改め、同項第５号中「２７

人」を「２５人」に改める。

（川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９

年条例第５８号）の一部を次のように改正する。

第２条中「指導」の次に「又は支援」を加える。

第３５条第２項中「１７人」を「１５人」に、「２７人」を「２５人」に改め

る。

（川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正）

第３条 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２９年条例第５９号）の一部を次のように改正する。

第６条第３項の表１の項中「２７人」を「２５人」に改め、同表２の項中「１

７人」を「１５人」に改める。
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第１４条第１項の表第１２条第１項の項を次のように改める。

第１２条第１項 利用者に対する支援の提 園児の教育及び保育（満３
供 歳未満の園児については、

その保育。以下同じ。）

、及び 、並びに

（川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定の要件を定める条例の一部改正）

第４条 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。

第５条第３項中「１７人」を「１５人」に、「２７人」を「２５人」に改める。

第１２条中「規定する主務大臣」を「規定する内閣総理大臣」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 当分の間、第１条の規定による改正後の川口市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項

及び第４７条第２項、第２条の規定による改正後の川口市児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項、第３条の規定による改正後の

川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

を定める条例第６条第３項並びに第４条の規定による改正後の川口市幼稚園型認

定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を

定める条例第５条第３項の規定は適用せず、第１条の規定による改正前の川口市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第

３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項、第２条の規定による改正前

の川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項、

第３条の規定による改正前の川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第３項並びに第４条の規定による
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改正前の川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認

定こども園の認定の要件を定める条例第５条第３項の規定は、この条例の施行の

日以後においても、なおその効力を有する。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８５号

川口市障害者短期入所施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市障害者短期入所施設設置及び管理条例（平成２７年条例第５４号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表川口市障害者短期入所施設しらゆりの家の項中「川口市障害者短期入

所施設しらゆりの家」を「川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家」に改め、

同表に次のように加える。

川口市障害者短期入所施設柳崎しらゆり 川口市柳崎１丁目１３番２９号
の家

附 則

この条例は、令和８年２月１日から施行する。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８６号

川口市家庭保育条例を廃止する条例

川口市家庭保育条例（昭和５２年条例第１１号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８７号

川口市水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部を改正する条例

川口市水道技術管理者の資格基準等に関する条例（平成２４年条例第３０号）の

一部を次のように改正する。

第３条第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若

しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「おいて土木工学

科若しくは」を「おいて土木工学科又は」に改め、「水道」の次に「、工業用水道、

下水道、道路又は河川（以下この条において「水道等」という。）」を加え、「（

以下「実務経験」という。）を２年」を「を３年」に改め、「有する者」の次に「

（水道に関する技術上の実務に従事した経験を１年６月以上有する者に限る。）」

を加え、同条第２号中「の土木工学科」を削り、「これ」を「旧大学令による大学

において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に改め、「において衛生工学

及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削り、「実務経験を３年」を「水道

等に関する技術上の実務に従事した経験を４年」に改め、「有する者」の次に「（

水道に関する技術上の実務に従事した経験を２年以上有する者に限る。）」を加え、

同条第３号中「よる専門学校」の次に「（以下「短期大学等」という。）」を加え、

「次条第２号」を「次号並びに次条第１号、第２号」に、「実務経験」を「水道等

に関する技術上の実務に従事した経験」に改め、「有する者」の次に「（水道に関

する技術上の実務に従事した経験を２年６月以上有する者に限る。）」を加え、同

条第８号中「ものに」を「者に」に、「実務経験」を「水道等に関する技術上の実

務に従事した経験」に改め、「有するもの」の次に「（水道に関する技術上の実務

に従事した経験を６月以上有する者に限る。）」を加え、同号を同条第１０号とし、

同条第７号中「若しくは第２号に規定する課程若しくは学科目又は第３号若しくは

第４号」を「から第６号まで」に、「課程若しくは学科目を」を「課程を」に、「

実務経験」を「水道等に関する技術上の実務に従事した経験」に、「年数」を「水

道等に関する技術上の実務に従事した経験に関する年数（以下この号において「水

道等に関する最低経験年数」という。）」に改め、「有する者」の次に「（水道に

関する技術上の実務に従事した経験をそれぞれ当該各号に規定する水道等に関する

最低経験年数に２分の１を乗じて得た年数以上有する者に限る。）」を加え、同号
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を同条第９号とし、同条第６号中「修了した後」の次に「、水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を」を加え、「実務経験を１年」を「２年」に、「実務経験

を２年」を「３年」に改め、「有するもの」の次に「（水道に関する技術上の実務

に従事した経験を、第１号の規定による卒業をした者については１年以上、第２号

の規定による卒業をした者については１年６月以上有する者に限る。）」を加え、

同号を同条第８号とし、同条第５号中「水道」を「水道等」に改め、「有する者」

の次に「（水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を５年以上有する者に

限る。）」を加え、同号を同条第７号とし、同条第４号中「中等学校」の次に「（

以下「高等学校等」という。）」を加え、「実務経験」を「水道等に関する技術上

の実務に従事した経験」に改め、「有する者」の次に「（水道に関する技術上の実

務に従事した経験を３年６月以上有する者に限る。）」を加え、同号を同条第５号

とし、同号の次に次の１号を加える。

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した後、水道等に関する技術上の実務に従事した経験を８年以上有する

者（水道に関する技術上の実務に従事した経験を４年以上有する者に限る。）

第３条第３号の次に次の１号を加える。

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した後、水道等に関する技術上の実務に従事した経験を６年以上有する

者（水道に関する技術上の実務に従事した経験を３年以上有する者に限る。）

第３条に次の１号を加える。

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２項

の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、水道

等に関する技術上の実務に従事した経験を３年以上有するもの（水道に関する

技術上の実務に従事した経験を１年６月以上有する者に限る。）

第４条第１号を次のように改める。

(1) 前条第１号に規定する学校、短期大学等又は高等学校等において土木工学科

若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、水道に関する

技術上の実務に従事した経験を、同号に規定する学校を卒業した者については

３年以上、短期大学等を卒業した者（学校教育法による専門職大学の前期課程
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にあっては、修了した者）については５年以上、高等学校等を卒業した者につ

いては７年以上有する者

第４条第２号中「、第３号又は第４号」を削り、「において土木工学以外の」を

「、短期大学等又は高等学校等において」に、「に関する学科目又はこれらに相当

する学科目」を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科並びに

これらに相当する課程を除く。）」に、「同条第１号」を「水道に関する技術上の

実務に従事した経験を、同号」に改め、「実務経験を」を削り、「同条第３号に規

定する学校」を「短期大学等」に、「同条第４号に規定する学校」を「高等学校等

」に改め、同条第３号中「実務経験」を「水道に関する技術上の実務に従事した経

験」に改め、同条第４号中「、第３号又は第４号」を削り、「において」を「、短

期大学等又は高等学校等において」に、「学科目」を「課程」に、「同条第１号」

を「水道に関する技術上の実務に従事した経験を、同号」に改め、「実務経験を」

を削り、「同条第３号に規定する学校」を「短期大学等」に、「同条第４号に規定

する学校」を「高等学校等」に改め、同条第５号中「第２号」を「第１号若しくは

第２号」に、「学科目」を「課程」に、「実務経験」を「水道に関する技術上の実

務に従事した経験」に改め、「卒業した者」の次に「（学校教育法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了した者）」を加え、同条第６号中「厚生労働大臣」

を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め、同条に次の２号を加える。

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格し

た者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、

水道に関する技術上の実務に従事した経験を１年以上有するもの

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る

１級の技術検定に合格した者であって、水道に関する技術上の実務に従事した

経験を３年以上有するもの

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条第６号の改正規

定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川口市水道技術管理者の資格

基準等に関する条例第４条第６号に規定する講習の課程を修了している者につい

ては、この条例による改正後の川口市水道技術管理者の資格基準等に関する条例

第４条第６号に規定する講習の課程を修了している者とみなす。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 23 -



議案第 ８８号

川口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

川口市消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第６条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。

「
円 円 円

12,440 13,320 14,200

別表中 を10,670 11,550 12,440

8,900 9,790 10,670
」

「
円 円 円

12,500 13,350 14,200

に改める。10,800 11,650 12,500

9,100 9,950 10,800
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川口市消防団員等

公務災害補償条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から

適用する。

（経過措置）

２ 新条例の規定は、令和６年４月１日以後に支給すべき事由の生じた川口市消防

団員等公務災害補償条例第６条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」と

いう。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第

５条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び

同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につ

いて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。

）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につ

いては、なお従前の例による。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８９号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 塵芥車（３ｔ）

２ 納 入 場 所 川口市大字藤兵衛新田２９０

３ 納 入 者 埼玉県上尾市上尾下１０４０番１

株式会社モリタエコノス埼玉支店

支店長 安 達 敬 幸

４ 数 量 ７台

５ 取 得 価 格 ６９，３５５，０００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９０号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 東京都千代田区外神田５丁目５番１１号 小西ビル１階

長野ポンプ株式会社東京営業所

所長 石 川 覚

４ 数 量 １台

５ 取 得 価 格 ５２，３６０，０００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９１号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 高規格救急自動車

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市幸町１丁目４番１５号

埼玉トヨタ自動車株式会社川口店

店長 畠 山 正

４ 数 量 ３台

５ 取 得 価 格 ６７，３８６，０００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９２号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 高度救命処置用資機材

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 東京都豊島区駒込１丁目１４番９号

エイバン商事株式会社

代表取締役 武 内 淳 一

４ 数 量 ３式

５ 取 得 価 格 ４８，８４０，０００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９３号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 消防団ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市安行吉蔵１６３番地

埼玉消防機械株式会社東部営業所

所長 髙 橋 怜

４ 数 量 ３台

５ 取 得 価 格 ７５，５７０，０００円

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９４号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ａ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９５号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｂ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９６号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｃ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９７号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

草加市在住 Ｄ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９８号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都新宿区在住 Ｅ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ９９号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都国分寺市在住 Ｆ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１００号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｇ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１０１号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｈ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１０２号

専決処分の承認について

令和５年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和５年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和６年３月２９日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和５年度川口市一般会計補正予算（第８号）

令和５年度川口市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 追 加

款 項 事 業 名 金 額

２ 総務費 １ 総 務 管 理 費 執務室移転業務費 １４，３００ 千円

３ 民生費 ２ 老 人 福 祉 費 地域密着型サービス等整備助成事業 １，８２０

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 道路改良事業 ２０，９９９

３ 河 川 費 河川管理施設長寿命化改修事業 ２７，６７６

４ 都 市 計 画 費 上青木東西線街路整備事業 ２３８，５４５

芝地区住宅市街地総合整備事業 ４５，４８０

桜町地区住宅市街地総合整備事業 ２１，０９８

芝中央地区住宅市街地総合整備事業 ３５，２３３

芝中央沿道第１土地区画整理事業 ４０，３７０

９ 消防費 １ 消 防 費 消防庁舎等改修事業 ３８，６２６

水道事業会計負担金 ２，３３６

10 教育費 ８ 体 育 費 体育施設整備費 ５５，７４０
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２ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 橋りょう長寿命化事業 133,000千円 496,305千円

４ 都 市 計 画 費 六間通り線機能・魅力向上事業 9,218 120,240
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議案第１０３号

専決処分の承認について

令和５年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和５年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分

する。

令和６年３月２９日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和５年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

令和５年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

２ 土地区画 ３ 芝東第４事業 芝東第４事業費 20,340千円 24,051千円
整理事業 区 画 整 理 費
費

７ 安行藤八特定 安行藤八特定事業費 63,400 67,594
事業区画整理費
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議案第１０４号

専決処分の承認について

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和６年３月３０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

附則第８条の４の次に次の４条を加える。

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第８条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第

５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除

額を、前年の合計所得金額が１８，０５０，０００円以下である所得割の納税義

務者（次条及び附則第８条の７において「特別税額控除対象納税義務者」という。

）の第３４条の３、第３４条の５の３から第３４条の８まで、附則第６条第２項、

附則第８条第１項、附則第８条の３の２第１項、前条及び附則第１０条の２の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の６第２項、第４７条の５第１

項及び前条の規定の適用については、第３４条の６第２項及び前条中「附則第５

条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、

第４７条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第８条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の

規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とある

のは「、附則第８条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における前々

年中」とする。

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）

第８条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記

載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次に定める

ところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民

税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収

に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収

に係る森林環境税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通
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徴収に係る個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の

市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税

の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数

があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。

）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住

民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金

額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この条及び次条第１項

において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分金額からその

者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と、その他の

それぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者

の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納

期の納付額は、第１期納期においてはないものと、第４０条第１項に規定する

第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」という。）

においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の

普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と、第４０条第１

項に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及

び同条第１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４期納期」と

いう。）においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に

満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納

期及び第２期納期においてはないものと、第３期納期においてはその者の第１

- 45 -



期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普

通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と、第４期納期にお

いてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計

額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１

期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものと、第４期納期におい

てはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定により普

通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定によ

り普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例）

第８条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定によ

り特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及

び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る

所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民

税の額（附則第８条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出され

る第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。）の合算

額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）か

らその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下

この項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特

別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民
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税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を控除し

た額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に

１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項にお

いて「第２期分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第

１期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普

通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の３

に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴

収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３

項において「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者

の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額を控除した残額に相当する税額と、第２期納期においてはその者の第２期分

金額に相当する税額と、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３

０日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民

税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又

は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得

た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に

相当する税額と、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とそ

の者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期にお

いてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する
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税額と、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間に

おいてはその者の１０月分金額に相当する税額と、同年１２月１日から翌年の

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金

額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

第１期納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金

額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税

額と、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割

金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分

金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに

当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税

額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においては

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びそ

の者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額と、同年２月１日から３月３１日ま

での間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金

額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び

特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属す

る年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、
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同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、

同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０

月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係

る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第８

条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税

の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところ

による。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税

額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定す

る年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同

じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又

は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得

た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に

満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月

１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額と、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とそ

の者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はな

いものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者
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の１０月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個

人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額と、同年２月

１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす

る。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合

には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年

の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３

１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項の規定により読み替えら

れた第４７条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税

額とする。

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、

同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０

月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係

る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第８

条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用がある場

合については、前各項の規定は、適用しない。

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第８条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び

第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控

除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第

３４条の５の３から第３４条の８まで、附則第６条第２項、附則第８条第１項、

附則第８条の３の２第１項、附則第８条の４及び附則第１０条の２の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。

附則第９条第２項中「前条」を「附則第８条の４」に改め、同条第３項中「第３

４条の８第１項」の次に「、附則第８条の５第１項及び前条」を加え、「同項」を

「第３４条の８第１項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を

「と、附則第８条の５第１項中「前条」とあるのは「前条、附則第９条第２項」と、
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前条中「附則第８条の４」とあるのは「附則第８条の４、次条第２項」とする」に

改める。

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同条第８号中「附則第１９条の３第５項」を「附則第１９条の３

第４項」に改める。

附則第１２条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は

令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７

年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４

年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「

令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から

令和８年度」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、

１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、令和２年度

分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分

及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条

第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度

」に改める。

附則第１３条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。

以下「令和３年改正法」という。）附則第１４条」を「地方税法等の一部を改正す

る法律（令和６年法律第４号。以下「令和６年改正法」という。）附則第２１条」

に、「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に改める。

附則第１４条の見出し中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産

税にあっては、令和２年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。

附則第１４条の３第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令

和８年度」に改め、「（令和３年度分の固定資産税にあっては、令和２年度分の固

定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項中「令和４年度分及び令和５年度分
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」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改める。

附則第１６条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に

改める。

附則第１７条の３第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１７条の４第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１８条第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条の２第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条の３第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条の３の２第２項に次の１号を加える。
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(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条の３の２第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条の３の３第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１９条の３の３第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第８条の５及び附則第８条の８の規定の適用については、附則第８条の

５第１項及び附則第８条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並び

に附則第１９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第２０条の見出し中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から

令和８年度」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあっては、

１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、令和２年度

分の都市計画税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分

及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条

第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度

」に改める。

附則第２０条の２中「令和３年改正法附則第１４条」を「令和６年改正法附則第

２１条」に、「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に改

める。

附則第２１条の見出し中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画
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税にあっては、令和２年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。

附則第２２条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に改め、「（令和３年度分の都市計画税にあっては、令和２年度分の都市計

画税の課税標準額）」を削り、同条第２項中「令和４年度分及び令和５年度分」を

「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の川口市税条例（以下「新条例」という。）の規定

中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の都

市計画税について適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前

の例による。
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議案第１０５号

専決処分の承認について

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和６年３月３０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２２条第１項第２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、

同項第３号中「５３５，０００円」を「５４５，０００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。
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議案第１０６号

専決処分の承認について

学校活動中の負傷事故に係る損害賠償請求事件に関し和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

学校活動中の負傷事故に係る損害賠償請求事件に関し和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専

決処分する。

令和６年４月１０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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裁判上の和解について

学校活動中の負傷事故に関する損害賠償請求事件について、次のとおり和解する。

１ 原告

川口市在住

男 性 １７歳（事故当時１４歳）

２ 被告

川口市

３ 和解条項

(1) 被告は、原告に対し、本件解決金として、１８０万円の支払義務があること

を認める。

(2) 被告は、原告に対し、前項の金員を、令和６年５月３１日限り、原告が指定

する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とす

る。

(3) 原告は、その余の請求を放棄する。

(4) 原告及び被告は、原告と被告の間には、本件事故に関し、本和解条項に定め

るもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

(5) 訴訟費用は、各自の負担とする。
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議案第１０７号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

幹 線
大字新井宿字下一斗蒔15番6地先 大字新井宿字下一斗蒔16番8地先 57.2 59.4

第 1 1 8 号 線

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１０８号

川口市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

川口市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任するため、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により同意を求める。

記

小 林 政 仁 ４４歳 さいたま市在住

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 小 林 政 仁

年 齢 ４４歳

現 住 所 さいたま市在住

平成２３年 ３月 税理士登録

令和 ２年 ６月 川口市公有財産管理委員会委員

令和 ３年 ７月 川口市固定資産評価審査委員会委員

令和 ４年１１月 川口商工会議所常議員

令和 ５年 ４月 関東信越税理士会川口支部副支部長兼業務対策部長
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議案第１０９号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

海老原 重 子 ６２歳 川口市在住

令和６年６月４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 海老原 重 子

年 齢 ６２歳

現 住 所 川口市在住

平成２７年１２月 民生委員・児童委員

平成２８年 ４月 幸栄地区社会福祉協議会役員

令和 ４年１２月 川口市赤十字奉仕団役員
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